
対応２ 相談支援機能の一体化（こども家庭センター）

・ 子育て家庭総合支援拠点と子育て世代包括支援センターの「連携」からより一歩前へ。

・ こども家庭センターとして、地域の関係主体とつながりながら、サポートプランの作成や
勧奨・措置を使いながら子育て家庭をマネジメント。
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資料2-2

Kikuchi1671
長方形



【参考】児童福祉法等の一部を改正する法律（令和４年６月15日法律第66号）
による改正後の児童福祉法等 抜粋

【児童福祉法】
第十条 市町村は、この法律の施行に関し、次に掲げる業務を行わなければならない。

一 児童及び妊産婦の福祉に関し、必要な実情の把握に努めること。
二 児童及び妊産婦の福祉に関し、必要な情報の提供を行うこと。
三 児童及び妊産婦の福祉に関し、家庭その他からの相談に応ずること並びに必要な調査及び指導を行うこと並びにこれらに

付随する業務を行うこと。
四 児童及び妊産婦の福祉に関し、心身の状況等に照らし包括的な支援を必要とすると認められる要支援児童等その他の者に

対して、これらの者に対する支援の種類及び内容その他の内閣府令で定める事項を記載した計画の作成その他の包括的かつ
計画的な支援を行うこと。

第十条の二 市町村は、こども家庭センターの設置に努めなければならない。
② こども家庭センターは、次に掲げる業務を行うことにより、児童及び妊産婦の福祉に関する包括的な支援を行うことを目的

とする施設とする。
一 前条第一項第一号から第四号までに掲げる業務を行うこと。
二 児童及び妊産婦の福祉に関する機関との連絡調整を行うこと。
三 児童及び妊産婦の福祉並びに児童の健全育成に資する支援を行う者の確保、当該支援を行う者が相互の有機的な連携の下

で支援を円滑に行うための体制の整備その他の児童及び妊産婦の福祉並びに児童の健全育成に係る支援を促進すること。
四 前三号に掲げるもののほか、児童及び妊産婦の福祉に関し、家庭その他につき、必要な支援を行うこと

【母子保健法】
第二十二条 こども家庭センターは、児童福祉法第十条の二第二項各号に掲げる業務のほか、母性並びに乳児及び幼児の健康の

保持及び増進に関する包括的な支援を行うことを目的として、第一号から第四号までに掲げる事業又はこれらの事業に併せて
第五号に掲げる事業を行うものとする。
一 母性並びに乳児及び幼児の健康の保持及び増進に関する支援に必要な実情の把握を行うこと。
二 母子保健に関する各種の相談に応ずること。
三 母性並びに乳児及び幼児に対する保健指導を行うこと。
四 母性及び児童の保健医療に関する機関との連絡調整並びに第九条の二第二項の支援を行うこと。
五 健康診査、助産その他の母子保健に関する事業を行うこと（前各号に掲げる事業を除く。）。
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